
問 保健福祉課福祉係☎（288）3861

対 村内在住で70歳以上の方（来年３月31日までに70歳になる方を含みます。）

　神奈川中央交通㈱が販売している「かなちゃん手形（高齢者バス割引乗車券）」の購入費を助成します。

対 高齢者バス割引乗車券購入費助成事業の対象者で、平成31年４月１日以降かつ、
満70歳となる年度以降に所有する全ての運転免許証を自主返納された方

手続き方法（今年度初めて助成を希望される方）

高齢者バス割引乗車券購入費助成事業 かなちゃん手形（１年券）の購入費のうち7,000円を助成

高齢者運転免許証自主返納者支援事業 かなちゃん手形（１年券）の購入費の全額を助成

おでかけ支援と事故防止おでかけ支援と事故防止
70歳以上の皆さんのバス運賃を助成70歳以上の皆さんのバス運賃を助成

①保健福祉課で申込み

昨年度から継続して購入費助成を希望される方

申込み期間は6月2日（金）～8月31日（木）
申込書は保健福祉課で配布
※本人確認書類をご用意ください。
　（マイナンバーカード、運転免許証、保険証など）

③サービスセンター窓口で
　乗車券を購入
購入場所は神奈川中央交通㈱
 ・本厚木駅前サービスセンターまたは
 ・伊勢原駅前サービスセンターです。
※購入費自己負担分3,800円のほか、
　保健福祉課が発行した確認証、顔写真
　（2.5㎝×2.5㎝）1枚をご用意ください。

　昨年度に本助成事業をご利用された方には、６月上旬に「確認証」をご自宅に送付します（保健福祉課窓口への申込みは必
要ありません）。
　なお昨年度と同様に、保健福祉課への申込みの際の「顔写真」の貼付は不要です（ただし神奈川中央交通㈱で乗車券を購入
する際には「顔写真」が１枚必要です）。また例年実施しています「ひかり根っ人きよかわ」による顔写真の出張撮影は 今年度
もありません 。

②保健福祉課で「確認証」を受け取る

手続き方法

①所有する全ての免許証を返納
厚木警察署または二俣川運転免許センターで
自主返納してください。
　 厚木警察署☎（223）0110

④サービスセンター窓口で
　乗車券を購入
購入場所は神奈川中央交通㈱
 ・本厚木駅前サービスセンターまたは
 ・伊勢原駅前サービスセンターです。
※保健福祉課が発行した確認証、顔写真
　（2.5㎝×2.5㎝）1枚をご用意ください。

②「申請による運転免許の取消通知書」
　「無効確認を受けた運転免許証」を
　受け取り、保健福祉課に提示

③保健福祉課で「確認証」を受け取る

・運転免許証の更新手続きをしないことで失効となった方は対象外です。
・運転免許証自主返納者支援事業に限り、償還払いによる補助申請を受け付けます。
・運転免許証を自主返納された方への全額補助は２年間です。２年目の方には「確認証」をご自宅へ送付します。

問

6月21日～8月31日販売分

※代理人による購入はできません。

870 歳以上の皆さんのバス運賃を助成
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国 民 年 金
保険料の減免・猶予制度のご案内
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